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千葉市税等口座振替収納事務取扱要綱 

 

（趣 旨） 

第１条  この要綱は、千葉市予算会計規則第３０条第２項及び第９５条に規定する口座振替の方法

による歳入の納付について、必要な事項を定めるものとする。 

 

（対象公金） 

第２条  口座振替により納付できる公金は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、ゆうちょ銀

行においては、次の（１）から（21）及び（24）に限定する。 

 （１） 市民税・県民税・森林環境税（普通徴収）（給与特別徴収分・年金特別徴収分は除く） 

 （２） 固定資産税・都市計画税（土地・家屋） 

 （３） 固定資産税（償却資産） 

 （４） 軽自動車税 

 （５） 住宅使用料 

 （６） 駐車場使用料 

 （７） 保育料 

 （８） 延長保育料 

 （９） 保育給食費 

（10） 認定こども園保育料 

 （11） 認定こども園延長保育料 

 （12） 認定こども園給食費 

（13） 子どもルーム利用料 

 （14） 国民健康保険料 

 （15） 介護保険料 

 （16） 後期高齢者医療保険料 

 （17） 墓地管理料 

（18） 母子父子寡婦福祉資金償還金 

 （19） 学校給食費 

 （20） 日本スポーツ振興センター共済掛金 

 （21） アフタースクール利用料 

（22） 市場（財務用） 

 （23） 扶養共済掛金（財務用） 

 （24） その他、本市の定める諸規則及び本市の指示による公金 

 

（対象納入義務者） 

第３条 口座振替により納付できる納入義務者は、指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理

金融機関（以下「取扱金融機関」という。）に預貯金口座を設けている者で、当該取扱金融機関の

承諾を得た者とする。 

 

（対象預貯金口座） 

第４条 口座振替の対象預貯金口座は、納入義務者の指定した本人名義の普通預金、当座預金又は

通常貯金のうち一口座とする。また、納税貯蓄組合預金及び納税準備預金の対象公金は市税のみ
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の取扱いとする。ただし、本人名義以外の口座であっても口座名義人の承諾印がある場合は、こ

の限りでない。 

 

（申込手続） 

第５条 口座振替による納付を希望する納入義務者は、口座振替依頼書兼自動払込利用申込（廃止

届）書等（様式第１号・様式第１号－２）を取扱金融機関に提出するものとする。また、学校給

食費及び日本スポーツ振興センター共済掛金（以下「学校給食費等」という。）について、口座振

替による納付を希望する納入義務者は、千葉市学校給食費等口座振替依頼書自動振込利用申込（廃

止届）書（様式第１号－９）を取扱金融機関に提出するものとする。ただし、市税、国民健康保

険料、墓地管理料、住宅使用料、駐車場使用料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の口座振

替においては、千葉市口座振替依頼書兼自動払込利用申込書（収・加）（様式第１号－３・様式第

１号－４・様式第１号－５・様式第 1号－６・様式第 1号－７・様式第１号－８・様式第１号－

１０）を、市を経由して取扱金融機関に提出することができる。なお、千葉市ペイジー口座振替

受付サービス（収納機関受付方式）事務取扱要綱に基づく申込み方法及びＷｅｂ口座振替受付サ

ービスについてはこの限りではない。 

２ 納入義務者は、口座振替による納付の変更、解約（廃止）をしようとするときも前項に準じて

手続きを速やかに行うものとする。なお、市税の解約（廃止）については、この限りではない。 

３ 取扱金融機関は、前２項の申込みを承諾したときは、次の各号に掲げる事務を行うものとする。 

（１）次の（２）から（４）に該当しない公金 

本人控を納入義務者へ交付し、口座振替依頼書兼自動払込受付通知（廃止届）書（様式第２

号）を市長に送付するものとする。なお、様式第１号－３・様式第１号－１０による申込につ

いてはこの限りではない。 

（２）保育料、延長保育料、認定こども園保育料、認定こども園延長保育料、認定こども園給食費

及び保育給食費 

本人控を納入義務者へ交付し、千葉市口座振替承諾書（様式第２号－２）を市長に送付する

ものとする。 

（３）国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料 

本人控を納入義務者へ交付し、千葉市口座振替依頼書兼自動払込利用申込書（様式第２号－

３・様式第２号－４）を市長に送付するものとする。 

（４）学校給食費等 

本人控と学校控を納入義務者へ交付し、千葉市学校給食費等口座振替依頼書自動払込受付通

知（廃止届）書（様式第２号－５）を市長へ送付するものとする。 

 

（口座振替の方法） 

第６条 口座振替の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）納付書による方法（ゆうちょ銀行を除く。） 

（２）データ（記憶媒体の交換及びデータ伝送をいう。以下同じ。）による方法 

   この場合において、データの仕様及び記録内容については、市長と取扱金融機関が協議のう

え定めるものとする。 

 

（振替手続） 

第７条 口座振替による納付手続きは、次の各号に掲げるとおりとする。 
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（１）納付書による場合 

   市長は、市税及び国民健康保険料を除き納入義務者にかかる納付書（様式第３号）に預金の種類

等必要事項を記載し、振替日の５営業日前（振替日の前日を起算日として５営業日目にあたる日を

いう。営業日数の計算方法については以下同様とする。）までに、納付書の件数及び金額を記載した

預金口座振替納付書送付書（様式第４号・様式第４号－３・様式第４号－４・様式第４号－５）を

添えて、取扱金融機関（ゆうちょ銀行を除く。以下この号において同じ。）へ送付するものとする。

市税については、口座振替依頼書兼結果報告書（様式第３号－２）に納入義務者にかかる預金の種

類等必要事項を記載し、振替日の５営業日前までに取扱金融機関へ送付するものとする。国民健康

保険料については、納入義務者にかかる納付書（様式第３号）に預金の種類等必要事項を記載し、

振替日の５営業日前までに、納付書の枚数及び引き落とし日を記載した口座振替納付書送付書兼振

替不能連絡票（様式第４号－２）を添えて、取扱金融機関へ送付するものとする。 

（２）データによる場合 

   ア 市長は、データを振替日の５営業日前までに、振替依頼の件数及び金額を記載した口座振

替送付書を添えて、取扱金融機関へ送付するものとする。 

  イ 市長は、取扱金融機関へ送付後データの内容を変更できないものとする。 

    ウ 取扱金融機関は、送付を受けたデータに瑕疵があった場合、速やかに市長へ返却する。 

    エ 市長は、返却された当該データの内容を修正して取扱金融機関に再送付するものとする。 

 

（振替の停止） 

第８条  市長は、口座振替による納付を停止しようとするときは、口座振替停止依頼書（様式第５

号）により、振替日の３営業日前までに取扱金融機関へ通知するものとする。 

 

（振替日） 

第９条  振替日は納期限日とする。ただし、振替日が取扱金融機関の休業日である場合は、その日

以後において最も近い取扱金融機関の営業日とする。 

 

（口座振替完了後の手続） 

第 10条 取扱金融機関は、口座振替による納付手続きを完了したときは、次の各号に掲げる事務を

行うものとする。 

（１）納付書による場合 

    ア 市税を除き領収証書を速やかに納入義務者に送付する。ただし、国民健康保険料、介護保

険料、後期高齢者医療保険料及び扶養共済掛金については、市長が口座振替納付済通知書（様

式第６号－３・様式第６号－４・様式第６号－５）若しくは掛金払込証明書（様式第６号－

６）を納入義務者に送付することにより領収証書の代わりとする。 

  イ 市税を除き振替済の領収済通知書を速やかに市長へ送付する。 

  ウ 市税及び国民健康保険料を除き口座振替受入報告書等（様式第４号・様式第４号－３・様式第

４号－４・様式第４号－５）を速やかに市長へ送付する。 

  エ 市税については、口座振替依頼書兼結果報告書の所定欄に振替結果を記入し、速やかに市長へ

送付する。 

（２）データによる場合 

  ア 指定金融機関及び指定代理金融機関については、振替日の翌営業日に、その他の収納代理

金融機関については、振替日の２営業日後（振替日の翌日を起算日として２営業日目にあた
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る日をいう。営業日数の計算方法については以下同様とする。）までに送付を受けたデータの

所定欄に振替結果及び所定コードを記録し、市長へ返却する。 

  イ 市長は、返却されたデータに瑕疵があった場合、取扱金融機関にその旨を連絡し、取扱金

融機関は、速やかにデータを再作成して市長へ返却する。 

（３）振替済の収納金の取扱いについては、「公金収納事務の手引き」に基づき行うこと。 

 

（振替不能分の取扱い） 

第 11条 取扱金融機関は、振替日において預金不足等の事由により振替不能のものがあるときは、

次の各号に掲げる事務を行うものとする。 

（１）納付書による場合 

   市税及び国民健康保険料を除き当該納付書にその理由を付して、速やかに市長へ送付する。市税

については、口座振替依頼書兼結果報告書の所定欄にその理由を記入し、振替日の原則２営業日後

までに市長へ送付する。国民健康保険料については、口座振替納付書送付書兼振替不能連絡票及び

当該納付書の所定欄に口座番号及びその理由を記入し、振替日の原則２営業日後までに市長へ送付

する。 

（２）データによる場合 

   データにその理由をコード入力し、振替日の２営業日後までに市長へ返却する。 

２ 市長は、一の口座振替が連続して振替不能となった場合にあっては、第７条第１号及び第２号

アに掲げる手続きを行わないことができる。 

 

（再振替） 

第 11条の 2 市長は、取扱金融機関の承諾を得た場合に限り、前条各号の振替不能者に対し原則と

して納期限日から１月以内の日（以下「再振替日」という。）を指定して、再度の口座振替（以下

「再振替」という。）を行うことができる。 

２ 再振替完了後の手続きは、第１０条及び第１１条の例によるものとする。 

 

（データの取扱い） 

第 12条 取扱金融機関は、市長より送付されたデータの取扱いについて、次の各号に掲げる事項を

守らなければならない。 

（１）記録内容を変更しないこと。 

（２）記録内容を目的外に一切使用しないこと。 

（３）記録内容の秘密保持に努めること。 

 

（口座振替納付済通知書） 

第 13条 市長は、データによる場合、口座振替納付済通知書（様式第６号・様式第６号－２・様式

第６号－３・様式第６号－４・様式第６号－５）を納入義務者に送付することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、納入義務者の同意を得られるときは、預貯金通帳に記載される印字

をもって、口座振替納付済通知書の送付に代えることができる。 

 

（口座振替取扱郵便料金） 

第 14条 市長は、納付書による場合、口座振替取扱郵便料金（以下「郵便料」という。）として領

収証書の郵送に要した費用を取扱金融機関（ゆうちょ銀行を除く。以下本条において同じ。）に支
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払うものとする。 

２ 前項の郵便料は、次の各号に掲げる手続きに基づき支払うものとする。 

（１）取扱金融機関は、１年度分の郵便料を取りまとめ、市税等口座振替取扱郵便料金立替金精算

書（様式第７号）により、翌年度４月１０日までに指定金融機関に請求する。 

（２）指定金融機関は、前号の請求があったときは、これを取りまとめ市税等口座振替取扱郵便料

金立替金精算書により、市長へ請求する。 

（３）市長は、前号の請求があったときは、内容を審査のうえ、速やかに指定金融機関に郵便料を

支払うものとする。 

（４）指定金融機関は、前号の郵便料金を受領したときは、速やかに取扱金融機関に支払うこと。 

 

（口座振替取扱手数料） 

第 15条 市長は、契約に基づき取扱金融機関に、口座振替取扱手数料（以下「取扱手数料」という。）

を支払うものとする。 

２ 前項の取扱手数料は、次の各号に掲げる手続きに基づき支払うものとする。 

（１）取扱金融機関（ゆうちょ銀行を除く。以下本項において同じ。）は、上半期分（４月から９月

まで）及び下半期分（１０月から翌年３月まで）を指定期日までに取扱手数料を取りまとめ、

市税等口座振替取扱件数内訳書兼手数料清算書（様式第８号）により、指定金融機関に請求す

る。 

（２）指定金融機関は、前号の請求があったときは、これを取りまとめ口座振替取扱手数料請求書

により、市長へ請求する。 

（３）市長は、前号の請求があったときは、内容を審査のうえ、速やかに指定金融機関に取扱手数

料を支払うものとする。 

（４）指定金融機関は、前号の取扱手数料を受領したときは、速やかに取扱金融機関に支払うこと。 

（５）ゆうちょ銀行分については、千葉市公金収納事務の取扱に関する確認書の規定に基づき取扱

手数料を支払うものとする。 

 

（覚書の締結） 

第 16条 市長は、第６条第２号の規定により口座振替を行うときは、データ及びその記録内容の取

扱いについて、千葉市電子情報処理規程（平成１４年千葉市訓令（甲）第１０号）第３０条第２

項に規定する「電子情報の提供に関する覚書」を取扱金融機関と取り交わすものとする。 

 

（その他の収納金に係る口座振替の方法） 

第 17条 下水道使用料、上下水道料金、受益者負担金及び水洗便所改造等資金貸付金償還金に係る

口座振替の納付については、千葉市下水道事業口座振替収納事務取扱要綱（令和４年４月１日施

行）による。 

２ 市立高等学校・中等教育学校の授業料に係る口座振替の納付については、千葉市立学校授業料

口座振替及び自動払込収納事務取扱要綱（令和７年２月１日施行）による。 

３ 農業集落排水使用料及び農業集落排水分担金に係る口座振替の納付については、千葉市農

業集落排水事業口座振替収納事務取扱要綱（令和６年４月１日施行）による。 

 

（疑義の決定） 

第 18条 この要綱について疑義が生じたときは、市長と取扱金融機関が協議のうえ決定するものと
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する。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成４年４月１日から施行する。 

２ 千葉市税等口座振替収納事務取扱要綱（昭和 45年４月１日施行）は、廃止する。 

   附 則 

  この要綱は、平成６年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この要綱は、平成７年４月１日から施行する。 

     附 則 

  この要綱は、平成９年４月１日から施行する。 

     附 則   

    この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 

     附 則   

    この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。 

     附 則  

    この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

     附 則  

    この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

   附 則  

    この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

   附 則  

    この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

   附 則  

    この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則  

    この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則  

    この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則  

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

 附 則  

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則  

この要綱は、平成２０年７月１日から施行する。 

附 則  

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 
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  この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際、現に存するこの要綱による改正前の様式により調製された用紙の使用は、

なお従前の例による。 

附 則 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際、現に存するこの要綱による改正前の様式により調製された用紙の使用は、

なお従前の例による。 

 



(2026.3)

印
鑑
照
合

扱
者

※この用紙でお申込みできるのは、千葉市の公金のみです。

取扱店の方へのお願い
固定資産税・都市計画税（土地・家屋）の口座振替をお申込みの場合（注１）
・「通知書番号等」欄の記入について
物件を購入したばかり等で、納税通知書がまだお手元に届いていない方は、原則、納
税通知書がお手元に届いてからお申込みください。お急ぎの場合は、登記事項証明書
記載の所在地をご記入ください。
全般的な事項について
・口座名義人のフリガナ欄に記入漏れがないか確認してください。
・預金種別欄、口座番号欄に記入漏れがないか確認してください。
・公金の内容に誤りがないか確認してください。
・受付した依頼書は速やかに千葉市に返送してください。（ゆうちょ銀行を除く）
・ゆうちょ銀行は貯金事務センターへ送付してください。

金
融
機
関
使
用
欄

不備返却理由　　　　　　　　　　　　　（ゆうちょ銀行は除
く）
１．預貯金取引なし
２．記載事項相違（口座名義・口座番号・届出印）
３．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ゆ
う
ち

ょ
銀
行
使
用
欄

受
付
店
日
附
印

検
印

※通知書番号等、新規・解約希望時期に記入漏れがないか、確認をお願いいたします。

テ 心身障害者扶養共済掛金加入番号 ゆうちょ銀行を除く

ツ 市場費 　年　月分から ゆうちょ銀行を除く

チ 43 アフタースクール利用料 児童番号 年度　月分から 30 00180-2
-963280

タ 13 墓地管理料 整理番号 区画番号 年度分から 30 00170-5
-962989

ソ 32 母子父子寡婦福祉資金償還金 貸付番号 　年　月分から

30 00100-4
-962186

30 00140-5
-963245

ス 16 農業集落排水使用料 　月賦課分から

セ 16 農業集落排水分担金 第　　期分から

30 00100-4
-962186

児童番号 年度　月分から

00100-7
-960269

サ 17 駐車場使用料 年　月分から 25 00100-7
-960269

30 00160-5
-961605

コ 07 住宅使用料 年　月分から 25

ケ 40 下水道受益者負担金 通知書番号 第　　期分から

ク 39 下水道貸付金償還金 申込番号 30 00190-3
-961145

キ 91 介護保険料 被保険者番号 ※年金天引から口座振替に切換えることはできません。 28 00150-3
-961604

00140-6
-962774カ 71 後期高齢者医療保険料 被保険者番号 ※年金天引から口座振替に切換えるには別途手続きが必要。 28

オ 国民健康保険料 被保険者番号
納付区分をご

指定ください。
期別 ・全期前納 年度　　月期分から 28 00130-0

-960629

期別 ・全期前納 　年度　期分から

ウ 03 固定資産税（償却資産） 期別 ・全期前納 　年度　期分から
00190-5
-960268

※裏面の注意事項をよくお読みください。 新規 166 廃止 176 千葉市会計管理者

コード

ア 21 市県民税（普通徴収） 納付区分を
ご指定くださ
い。ご指定
のない場合
は「期別」と
して受け付
けます。

期別 ・全期前納 　年度　期分から 35

35

イ 02
固定資産税・都市計画税

（土地・家屋）

（注１） 期別 ・全期前納 　年度　期分から
35

公
金
の
内
容
（
口
座
振
替
を
希
望
す
る
公
金
の
記
号
に
○
を
つ
け
て
く
だ
さ
い

）

記号 科目 税目及び料金名 通知書番号等 コード番号 新規・解約希望時期
契約種別

払込先口座番号

00120-4
-960279

00190-5
-960268

エ 04 軽自動車税 車両番号 年度分から 35 00190-5
-960268

30 00110-2
-960278

シ 89 子どもルーム利用料

ゆ
う
ち
ょ
銀
行

（
郵
便
局

）

金融機関コード 通帳記号 6桁目がある場合は、
「の欄」に記入してください 通帳番号（右づめで記入）

9900

種目コード 払込先加入者名 払込日

の

各納期限まで（土・日・祝日の場合は翌営業日）

口座番号（右づめで記入）

1.普通　　　2.当座

始めませんか　　　千葉市の口座振替様式第１号

口座振替依頼書兼自動払込利用申込（廃止届）書

連
絡
先

電話　　　　　－　　　　　－
解約

（廃止） 氏名 Eメール　　　　　　＠

口座名義人と納税(納付)義務者が同一の場合、下欄の記入は不要です。 口座届出印
　私（口座名義人）は、下記のと
おり千葉市の公金を口座振替
（自動払込）により納付したいの
で下記の契約事項を確認のう
え、依頼します。

納
税

(

納
付

)

義
務
者

住所　〒
〒

フリガナ

氏名

金融機関との契約事項（ゆうちょ銀行を除く。）
１．私が千葉市に納付すべき公金の納付書が、貴店に
送付されたときは預貯金払戻請求書を提出いたしませ
んので、納付期限日に貴店において引き落とし納付し
てください。
２．この口座振替について、貴店発行の領収証書を省
略してもさしつかえありません。
３．指定預貯金口座の残高が、所定の納付期日におい
て納付書に記載されている金額に満たない場合は、当
該納付書を千葉市に返却されても異議はありません。
４．この契約を解約するときは、私から貴店に届け出ま
す。なお、この届け出がないまま長期にわたり千葉市
から納付書の送付がない等の相当の事由があるとき
は、この契約が終了したものとして取り扱ってさしつか
えありません。
５．本取扱いについて、万一紛議が生じても、貴店の責
によるものを除き、貴店に迷惑をかけません。
（ゆうちょ銀行をご指定の場合は、自動払込み規定が
適用されます。）

ゆうちょ銀行以外の金融機関または、ゆうちょ銀行（郵便局）のどちらか一方に記入してください。

ゆ
う
ち
ょ
銀
行

以
外
の
金
融
機
関

銀　　行
金　　庫
組　　合

本　店
支　店
出張所

金融機関コード 店舗コード 預金種別

金融機関用
金 融 機 関 様

年　　月　　日

区分 新規
口
座
名
義
人

住所
〒

○印を
してくださ
い

フリガナ



様式第１号－2



　様式第１号－３

次の市税を口座振替(自動払込)によって納付したいので契約事項を確認のうえ依頼します。

住所 〒

フリガナ

氏　名

電話番号(日中連絡のとれる番号） メールアドレス（お持ちの方のみ）

（ ） ＠

住所

フリガナ

氏名

※1 期　　　別：各納期限に、各期別の税額を振り替えます。

全期前納：第１期の納期限に、全期分の税額（年税額）を一括して振り替えます。

※2 令和６年度以降、市県民税とあわせて森林環境税が賦課･徴収されます。

金融機関（ゆうちょ銀行以外）からの口座振替記入欄

銀行 ・ 本店

店舗 預金

コード 種別

ゆうちょ銀行（郵便局）からの自動払込記入欄

金融機関コード 種目コード 種別コード 払込先口座番号 払込先加入者名 払　込　日
9900 166 35 千葉市会計管理者

□ 印鑑相違

□ 印鑑不鮮明

□ 口座名義相違

□ 預金種別相違

□ その他

　（　　　　　　　　　）

千葉市口座振替依頼書兼自動払込利用申込書（収・加）

口
座
名
義
人

申込日 　年　　　　　月　　　　　日

口
座
届
出
印

連
絡
先

納
税
義
務
者

口座名義人と同
一の場合は記
載不要です。

振替税目 通知書番号 振替（自払）希望期別 納付区分(※1)
払込先

口座番号

21
市県民税(※2)
（普通徴収）

年　度
期から

期　別

全期前納

00120
-4-

960279

02
固定資産税
（土地家屋）

年　度
期から

期　別

全期前納
00190

-5-

96026803
固定資産税
（償却資産）

年　度
期から

期　別

全期前納

金庫

組合 支店・出張所

１．普通　２．当座
口座番号

(右づめで記入）

（ 6 桁目があ る 場合は、 「 の欄」

に 記入して下さい 。 ）

別　　掲 末日（土日祝日の場合は翌営業日）

通帳記号
1 0

の
通帳番号

（右づめで記入）

整理番号

※不備があった場合の送付先　〒260-8722　千葉市中央区千葉港1-1　千葉市役所会計室

受付印 不備理由 取扱店日付印
（ゆうちょ銀行を除く）

千
葉
市
処

理
欄

コ
ー

ド



様式第１号－４

Administrator
テキストボックス

Administrator
タイプライターテキスト
被保険者番号



   新しいセクション 1 - 1 ページ    

01105104
長方形

01105104
長方形

01105104
長方形

01105104
長方形

01105104
タイプライターテキスト
様式第１号－５

Administrator
テキストボックス
1-1
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〔2枚目　金融機関提出用〕

千葉市口座振替依頼書兼自動払込利用申込書(㊨ ･ ㊨)
次の後期高齢者医療保険料を口座振替(自動払込)によって納付したいので契約事項を確認のうえ依頼します｡

申､入　日甲込日年月日 

口 座 名 義 人 �7H8ｨ4ｸ6�� 劔劍ﾗ��)MHﾘb一��粐霹y����劍ﾏｲ�ﾜ��<ﾒ����2� 

氏名 ��劔�() 

住所 ��

被 保 険 者 �7H8ｨ4ｸ6�� 劔劔6I�)MHﾘb一��粨ﾆy����剪�

氏名 佰ｸﾜ�kﾈｶ��ﾈ,h腰,�.��ｨﾘx,ﾈ-ﾘｴﾉ?ﾈ+X,H*ﾘ+�+8*&��劔�(_) 

年所 佰ｸﾜ�kﾈｶ��ﾈ,h腰,�.��ｨﾘx,ﾈ-ﾘｴﾉ?ﾈ+X,H*ﾘ+�+8*(�ｲ�

被保険者番号 � �� ��[ �� �� ��

【納付方法変更の甲し出】 
後期高齢者医療保険料を現在､年金天引きで納めている方､または年金天引きになる 予定の方で､口座振替による納付を希望する方は､下記の口に′印を記入してくださいo 

口年金天引きではなく.､口座振替(自動.払込)を希望します○なお､今後､浅高不足等により保険料を 納期限までに納付出来なかった場合は､再び年金天引きとなる場合があることを了承します○ 

※記入のない場合は､年金天引きとなりますoただし､年金受給額(年額)が18万円未満の方や介護保険料との合算 削埠金受給中のl/2を超える方などは､年金天引きにはならず口座振替が継続されますo ※保険料を滞納しているなど､保険料の確実な納付が見込めない方については､変更が認められない場合があります 

0 -~-------------------------------------------------_- 

取扱 区役所 処理欄 仞�uｨｴ�ｭh5(�ｸ6���5云ﾈ5(�ｸ6��兔r�WB��2� 1 l 一 鳴�ﾆﾂ�ﾆﾂ�l I I ��

整理 番号 ��

不備理由 �｢闖8ｭ2��ｨ��自W9�駝笂"靠ｸﾜ�kﾈｶ��ﾉ�ｨ���
3.預全取引なし4.その他(■) 

※不備があった場合の送付先　〒260-8722

金融機関処理欄 

千葉市中央区千葉港1番1号　干葉市健康保険課

真ん中の折り目から2つに折ってはりつけます.っ

■　　p　=　　..　ー..■...･..I　･･　･　-.･1.∴　　　　　　　　　　　　　　　　　　TTIKW.11m　__　-　_:　　-　._1,JrL_...}T._.1

01089044
タイプライターテキスト
様式第１号－７

01089044
タイプライターテキスト

01089044
タイプライターテキスト

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
タイプライターテキスト

01089044
長方形



千葉市税口座振替依頼書兼自動払込利用申込書 

郵送専用（ダウンロード用） 

※ 

  

  

・
別
紙
の
申
込
方
法
（
記
入
例
）
及
び
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
の
注
意
を
よ
く
お
読
み
の
う
え
、
ご
記
入
く
だ
さ
い
。 

・
こ
の
依
頼
書
（
申
込
書
）
は
郵
送
専
用
で
す
。
金
融
機
関
（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
含
む
）
窓
口
で
は
受
付
で
き
ま
せ
ん
。 

・
直
接
、
金
融
機
関
の
窓
口
で
口
座
振
替
（
自
動
払
込
）
を
依
頼
さ
れ
る
場
合
は
、
こ
の
用
紙
と
は
別
の
、
金
融
機

関
窓
口
用
の
用
紙
を
ご
使
用
く
だ
さ
い
。 

 

金融機関との契約事項（ゆうちょ銀行を除く。） 

１．私が千葉市に納付すべき公金の納付書が、貴店に送付されたときは預貯金払戻請求書を提出いたしませんので、納付期限日に貴店において引き落と

し納付してください。 

２．この口座振替について、貴店発行の領収証を省略してもさしつかえありません。 

３．指定預貯金口座の残高が、所定の納付期日において納付書に記載されている金額に満たない場合は、当該納付書を千葉市に返却されても異議ありま

せん。 

４．この契約を解約するときは、私から貴店に届け出ます。なお、この届け出がないまま長期にわたり千葉市から納付書の送付がない等の相当の事由が

あるときは、この契約が終了したものとして取り扱ってさしつかえありません。 

５．本取扱いについて、万一紛議が生じても、貴店の責によるものを除き、貴店に迷惑をかけません。 

（ゆうちょ銀行をご指定の場合は、自動払込み規定が適用されます。） 

千葉市との契約事項 

１．引き落としできない状態が１年以上続いたときは、口座振替（自動払込）の取扱いを停止されても異議はありません。 

２．市税において、還付金が生じた場合は、本書記載の納税義務者名と口座名義人が同一である時は、同口座への振込を依頼します。 

３．市税において、引き落としの確認は預貯金通帳の記帳で行いますので、納付済通知書を省略してもさしつかえありません。 

金融機関の方へのお願い 

本様式は、千葉市ホームページからダウンロードできる千葉市税口座振替依頼書兼自動払込利用申込書です。 

お問い合わせ先・返送先   TEL043-245-5109（直通）   〒260-8722 千葉市中央区千葉港１番１号 「千葉市役所会計室」 

○収○加  

承認番号 YKD00043  

次の市税を口座振替(自動払込)によって納付したいので契約事項を確認のうえ依頼します。

住所 〒

フリガナ

氏　名

電話番号(日中連絡のとれる番号） メールアドレス（お持ちの方のみ）

（ ）
住所

フリガナ

氏名

※ １ 期　　　別：各納期限に、各期別の税額を振り替えます。

全期前納：第１期の納期限に、全期分の税額（年税額）を一括して振り替えます。

※ ２ 令和６年度以降、市県民税と合わせて森林環境税が賦課･徴収されます。

金融機関（ゆうちょ銀行以外）からの口座振替記入欄

銀行　・ 本店
支店 ・ 出張所

店舗 預金
コード 種別
ゆうちょ銀行（郵便局）からの自動払込記入欄

種目コード 種別コード

166 35

□ 印鑑相違

□ 印鑑不鮮明

□ 口座名義相違

□ 預金種別相違

□ その他

　（　　　　　　　　　）

口
座
名
義
人

口
座
届
出
印

連

絡

先

納
税
義
務
者

口座名義人と
同一の場合は
記載不要で
す。

区分 新規 解約 （ゆうちょ銀行を除く） 申込日 　　　　　　年　　　　月　　　　日

振替税目 通知書番号 振 替 （ 自 払 ） 希 望 期 別 ※納付方法
払込先

口座番号

21
市県民税

（普通徴収）
年　度
期から

期　別
全期前納

00120

-4-

960279

02
固定資産税
（土地家屋）

年　度
期から

期　別
全期前納

00190

-5-

960268

03
固定資産税
（償却資産）

年　度
期から

通帳記号 の 通帳番号
（右づめで記入）

期　別

全期前納

04 軽自動車税 年度から
車両番号

払込先口座番号 払込先加入者名

別　　掲 千葉市会計管理者

金庫
組合

１．普通　２．当座
口座番号

(右づめで記入）

受付印 不備理由 取扱店日付印
（ゆうちょ銀行を除く）

整理番号

千
葉
市
処

理
欄

コ
ー

ド

金融機関コード

9900

払　込　日
末日。固定資産税（土地家屋、償却資産）の

12月は25日（土日祝日の場合は翌営業日）

6桁目がある場合は、
「の欄」に記入してください

様式第１号－８



※ フリガナ欄は、姓・名は１マスあけ、濁点も１マスに記入してください。　　　　　　　
※ 納付義務者（保護者等）が口座名義人と同じ場合は、□にレを印をつけ、氏名及び住所の記入は不要です。　　　　　　　

口座振替に関するお問い合わせ先　： 千葉市教育委員会　保健体育課 TEL　043-245-5909

金融機関への提出枚数は、ゆうちょ銀行は上３枚、その他金融機関は全４枚です。

取扱店は３・４枚目を返却ください。
（ゆうちょ銀行は４枚目はありません）

千葉市学校給食費等口座振替依頼書

自動払込利用申込（廃止届）書

金融機関用

金融機関　様

＠

口
座
振
替
依
頼
者

（
保
護
者
等

）

給
食
喫
食
者

（
児
童
生
徒
等

）

 フリガナ

金融機関使用欄 ゆうちょ銀行使用欄

この契約を解約するときは、私から貴店に届け出ます。なお、この届け出がないまま長期にわたり千葉市から納
付書の送付がない等の相当の事由があるときは、この契約が終了したものとして取り扱ってさしつかえありませ
ん。

指定預貯金口座の残高が、所定の納付期日において納付書に記載されている金額に満たない場合は、当該
納付書を千葉市に返却されても異議はありません。

本取扱いについて、万一紛議が生じても、貴店の責によるものを除き、貴店に迷惑をかけません。

契約種別
コード 30

払込先
加入者名

千葉市会計管理者
払込先

口座番号

月 ※土日・祝日の場合は翌営業日

ゆうちょ銀行以外の銀行またはゆうちょ銀行のどちらか一方に記入してください。　※ゆうちょ銀行をご指定の場合は、自動払込み規定が適用されます。

　　　　　　　　　　　　　契約事項（ゆうちょ銀行を除く）

1

5

2
3

4

・預金種別欄、口座番号欄に記入もれがな
いか確認してください。

・受付した依頼書は速やかに千葉市に返送
してください。（ゆうちょ銀行を除く）

・ゆうちょ銀行は、貯金事務センターへ送付
してください。

この口座振替について、貴店発行の領収証書を省略してもさしつかえありません。

不備返却理由　　　　　　　　　　　　　（ゆうちょ銀行は除く）
１．預貯金取引なし
２．記載事項相違（口座名義・口座番号・届出印）
３．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

検
印

印
鑑
照
合

扱
者

お子さんが通う学校、または

受付店日附印

払込（廃止）開始年月 年

取扱店の方へのお願い
・口座名義人のフリガナ欄に記入もれがない
か確認してください。

私が千葉市に納付すべき公金（給食費等）の納付書が、貴店に送付されたときは預貯金払戻請求書を提出い
たしませんので、納付期限に貴店において引き落とし納付してください。

種目コード
新規 166

指
定
口
座

ゆ
う
ち

ょ
銀
行
　
以

外
の
金
融
機
関

銀行・金庫・組合 本店・支店・出張所

金融機関コード 店舗コード 預金種別 口座番号（右づめで記入）

00120-0-
963268

通帳番号（右づめで記入）

25日

(再)15日
払込日

廃止 176

ゆ
う
ち

ょ
銀
行

金融機関コード
※

通帳記号（６桁目がある場合は※欄に記入）

9 9 0 0

氏名

学校名
（在籍校名）

千葉市立

１ 普通
２ 当座

組

口座名義人と同じ（記入不
要）

口座振替依頼者（保護者等）の方へ

※裏面の「口座振替のお申込みにあたっての
注意事項」をよくお読みください。
※ゆうちょ銀行で自動払込をする場合は、記入
後に４枚目の用紙を切り離し、上３枚をゆうちょ
銀行へご提出ください。

月 日 区分

預
・
貯
金
者

（
口
座
名
義
人

）

 フリガナ

－

氏名

－

学校

　私（納付義務者）は、学校給食費、日本スポーツ振興センター掛金及び教材費等保護者負担経費（以下、「学校徴収金」という。）を支払うことを
了承します。
　私（口座名義人）は、学校給食費、日本スポーツ振興センター掛金及び学校徴収金について、口座振替（自動払込）の方法で納付することにつ
いて了承し、契約事項を確認の上、口座振替（自動払込）を依頼します。
　また、還付事由が生じた時は、還付金を下記の口座に振り込んでください。

年

口座名義人と同じ（記入不
要）

住所
〒 口座名義人と同じ（記入不

要）

連絡先 電話番号
携帯電話など平日、日中の連絡先 電子メール

アドレス

１ 　新規 ２　解約（廃止）申込日 年

口
座
届
出
印

氏名

住所
〒

納
付
義
務
者
名

 フリガナ

※

※ ※

※

※※※

様式第１号－９



通帳記号（６桁目がある場合は「の」の後に記入して下さい。） 通帳番号（右づめで記入）

申込日

22
11
09
5 次の介護保険料を口座振替（自動払込）により納付したいので契約事項を確認のうえ依頼します。

年 月 日口座名義人

納付義務者

住所　〒

フリガナ
氏名

口座届出印

電話番号（日中連絡のとれる番号）
（　　　　）

メールアドレス（お持ちの方のみ）
＠

口座名義人と
同一の場合は
記入不要です。

住所　〒

フリガナ
氏名

振替科目
科目 介護保険料 払込先

口座番号 00150–3–96160491 料金名
被保険者番号 年金天引きから口座振替に切換えることはできません。

金融機関（ゆうちょ銀行以外）

ゆうちょ銀行（郵便局）

銀行
金庫
組合

本　店
支　店
出張所

1. 普通　2. 当座

の

※不備があった場合の返送先　〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所介護保険管理課

取扱店日付印
（ゆうちょ銀行除く）

不備理由
□ 印鑑相違
□ 印鑑不鮮明
□ 口座名義相違
□ 預金種別相違
□ その他
　 （� ）

千葉市処理欄

整理番号

コ
ー
ド

金融機関コード 種目コード 契約種別コード 払込先口座番号

00150-3-961604281669900

払込先加入者名

千葉市会計管理者

払込日

末日（土日祝日の場合は翌営業日）

受付印

金融機関コード 店舗コード 預金種別 口座番号（右づめで記入）

千葉市介護保険料口座振替依頼書兼自動払込利用申込書○収○加

Administrator
テキストボックス
様式第１号－１０



　（金融機関・ゆうちょ銀行→千葉市）　受付通知書の送付先（００１２０－４－９６０２７９）　〒２６０－８７２２　千葉市役所会計室　千葉市中央区千葉港１
－１
　※口座振替に関するお問い合わせは、１枚目（金融機関用）または３枚目（本人控）の裏面に記載しています各担当課までご連絡ください。

ゆうちょ銀行を除く

※通知書番号等、新規・解約希望時期に記入漏れがないか、確認をお願いいたします。

金
融
機
関
使
用
欄

　　　　上記引き落とし口座の記載内容を確認しました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
　　取扱金融機関

　　所在地・名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

ゆ
う
ち

ょ
銀
行
使
用
欄

受
付
店
日
附
印

取扱店→貯金事務センター→千葉市役所会計室

テ 心身障害者扶養共済掛金加入番号

30 00180-2
-963280

ツ 市場費 　年　月分から ゆうちょ銀行を除く

チ 43 アフタースクール利用料 児童番号 年度　月分から

30 00140-5
-963245

タ 13 墓地管理料 整理番号 区画番号 年度分から 30 00170-5
-962989

ソ 32 母子父子寡婦福祉資金償還金 貸付番号 年　月分から

30 00100-4
-962186

セ 16 農業集落排水分担金 第　　期分から 30 00100-4
-962186

ス 16 農業集落排水使用料 　月賦課分から

25 00100-7
-960269

シ 89 子どもルーム利用料 児童番号 年度　月分から 30 00160-5
-961605

サ 17 駐車場使用料 年　月分から

30 00110-2
-960278

コ 07 住宅使用料 年　月分から 25 00100-7
-960269

ケ 40 下水道受益者負担金 通知書番号 第　　期分から

00150-3
-961604

ク 39 下水道貸付金償還金 申込番号 30 00190-3
-961145

キ 91 介護保険料 被保険者番号 ※年金天引から口座振替に切換えることはできません。 28

カ 71 後期高齢者医療保険料 被保険者番号 ※年金天引から口座振替に切換えるには別途手続きが必要。 28 00140-6
-962774

オ 国民健康保険料 被保険者番号
納付区分をご

指定ください。
期別 ・全期前納

エ 04 軽自動車税 車両番号 年度分から 35 00190-5
-960268

年度　　月期分から 28 00130-0
-960629

期別 ・全期前納 　年度　期分から

00120-4
-960279

イ 02
固定資産税・都市計画税

（土地・家屋）

期別 ・全期前納 　年度　期分から
35 00190-5

-960268

35 00190-5
-960268

公
金
の
内
容

（
口
座
振
替
を
希
望
す
る
公
金
の
記
号
に
○
を
つ
け
て
く
だ
さ
い

）

記号 科目 税目及び料金名 通知書番号等 コード番号 新規・解約希望時期
契約種別

払込先口座番号
コード

ア 21 市県民税（普通徴収） 納付区分を
ご指定くださ
い。ご指定
のない場合
は「期別」と
して受け付
けます。

期別 ・全期前納 　年度　期分から 35

期別 ・全期前納 　年度　期分から

ウ 03 固定資産税（償却資産）

払込日

新規 166 廃止 176

の

千葉市会計管理者 各納期限まで（土・日・祝日の場合は翌営業日）

ゆ
う
ち
ょ
銀
行

（
郵
便
局

）

金融機関コード 通帳記号 6桁目がある場合は、
「の欄」に記入してください 通帳番号（右づめで記入）

9900

1.普通　　　2.当座

種目コード 払込先加入者名

口座名義人と納税(納付)義務者が同一の場合、下欄の記入は不要です。

区分 新規
口
座
名
義
人

住所
〒

○印を
してくださ
い

フリガナ

　私（口座名義人）は、下記のと
おり千葉市の公金を口座振替
（自動払込）により納付したいの
で下記の契約事項を確認のう
え、依頼します。

納
税

(

納
付

)

義
務
者

住所　〒
〒

フリガナ

氏名

千葉市との契約事項
１．引き落としできない状態が１年以上続いたとき
は、口座振替（自動払込）の取扱いを停止されて
も異議はありません。
２．市税において、還付金が生じた場合は、本書
記載の納税（納付）義務者名と口座名義人が同一
である時は、同口座への振込みを依頼します。
３．国民健康保険料において、還付金が生じた場
合は、同口座への振込みを依頼します。
４．市税において、引き落としの確認は預貯金通
帳の記帳で行いますので、納付済通知書を省略
してもさしつかえありません。

ゆうちょ銀行以外の金融機関または、ゆうちょ銀行（郵便局）のどちらか一方に記入してください。

ゆ
う
ち
ょ
銀
行

以
外
の
金
融
機
関

銀　　行
金　　庫
組　　合

本　店
支　店
出張所

金融機関コード 店舗コード 預金種別 口座番号（右づめで記入）

連
絡
先

電話　　　　　－　　　　　－
解約

（廃止） 氏名 Eメール　　　　　　＠

様式第２号

口座振替依頼書兼自動払込受付通知（廃止届）書
千葉市用

（あて先）千葉市長
年　　月　　日

（ゆうちょ銀行は除く）



様式第２号－２



様式第２号－３

Administrator
テキストボックス

Administrator
タイプライターテキスト
被保険者番号



-l　~

し_｣

〔3枚目　金融機関返送用-収納担当課〕

千葉市口座振替依頼書兼自動払込利用申込書(㊨ ･ ㊨)
次の後期高齢者医療保険料を口座振替(自動払込)によって納付したいので契約事項を確認のうえ依頼します｡

申込日　　　　　年　　　月　　　日

口 座 名 義 人 �7H8ｨ4ｸ6�� 劔劔6I�)MHﾘb一��粨ﾆy����剪�

氏名 ��劔�() 

住所 ��

被 保 険 普 �7H8ｨ4ｸ6��口座名義人と異なる場合のみ記入してください○ 劔劔6I�)MHﾘb一��粨ﾆy����剪�

氏名 劔劔() 

住所 佰ｸﾜ�kﾈｶ��ﾈ,h腰,�.��ｨﾘx,ﾈ-ﾘｴﾉ?ﾈ+X,H*ﾘ+�+8*"��

被保険者番号 � �� �� �� �� ��

●ゆうちょ銀行以外の金融機関からの口座振替記入欄

銀行.金庫 組合 �5云ﾈ5(�ｸ6��剽a金種別 佰ｸﾜ�MHﾘb�Xｶﾈ-�,Xｴﾉ?ﾂ��

1.普通 �� �� �� ��

本店.支店.出張所 劔2.当座 

●ゆうちょ銀行l(郵便局) _からの自動払込記入欄　∴

通帳記号 劔劔通帳番号(右詰めで記入) 

1 �� � ����,ﾂ� �� �� �� � 

金融機関コード 劍顥mｨ5(�ｸ6��剏_約種別コード 劔ZXﾙ��hﾏｸﾜ�MHﾘb�剳･込先加入音名 劍顏ﾙ�?｢�

9900 剴�cb��28 剴���C�ﾓbﾓ田#ssB�剞逞t市会計管理者 劔ii?｢�

※ゆうちょ銀行以外の金融機関又はゆうちょ銀行のどちらか一方に記入してください｡
※払込日が非営業日の場合は､翌営業日となります｡

【納付方法変更の申し出】 
後期高齢者医療保険料を現在､年金天引きで納めている方､または年金天引きになる 
予定の方で､口座振替による納付を希望する方は､下記の口に′印を記入してくださいo 

□年金天引きではなく､口座振替(自動払込)を希望しますoなお､今後､残高不足等により.保険料を 
納期限までに納付出来なかった場合は､再び年金天引きとなる場合があることを了承しますム 
※記入のない場合は､年金天引きとなりますoただし､年金受給額.(年額)が18万円未満の方や介護保険料との合算 額が年金受給額の1/2を超える方などは､年金天引きにはならず口座振替が継続されますo 

※保険料を滞納しているなど､保険料の確実な納付が見込めない方については､変更が認められない場合があります○ 

取扱 区役所 処理欄 仞�uｨｴ�ｭh5(�ｸ6���5云ﾈ5(�ｸ6��壁 付 印 ��l I I 板��ﾇB�ﾈ�ｲ�l ll Jr 

整理 番号 ��

不備理由 ��闖8ｭ2��ｨ��餮9�駝笂"靠ｸﾜ�kﾈｶ��ﾉ�ｨ���
3.預金取引なし4.その他() 

金融機関処理欄 

※不備があった場合の送付先　〒260-8722　千葉市中央区千葉港1番1号　干葉市健康保険課

璽■

1

01089044
タイプライターテキスト
様式第２号－４

01089044
タイプライターテキスト

01089044
タイプライターテキスト

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形



※ フリガナ欄は、姓・名は１マスあけ、濁点も１マスに記入してください。　　　　　　　
※ 納付義務者（保護者等）が口座名義人と同じ場合は、□にレを印をつけ、氏名及び住所の記入は不要です。　　　　　　　

　　　　　　　　     千葉市教育委員会　保健体育課 TEL　043-245-5909

給
食
喫
食
者

（
児
童
生
徒
等

）

〒260-8722

＠

銀行・金庫・組合 本店・支店・出張所

金融機関コード 口座番号（右づめで記入）預金種別
１ 普通
２ 当座

　引き落としの確認は預貯金通帳の記帳で行いますので、領収証書については発行されなくてもさしつかえありません。

日

ゆうちょ銀行以外の銀行またはゆうちょ銀行のどちらか一方に記入してください。　※ゆうちょ銀行をご指定の場合は、自動払込み規定が適用されます。

払込先
加入者名

千葉市会計管理者
払込先

口座番号
00120-0-
963268

払込日種目コード
廃止

新規

払込（廃止）開始年月

指
定
口
座

ゆ
う
ち

ょ
銀
行

以
外
の
金
融
機
関

ゆうちょ銀行使用欄

ゆうちょ銀行→貯金事務センター→千葉市教育委員会

印

(再)15日176
166 契約種別

コード
30

金
融
機
関
使
用
欄

　上記口座振替（自動払込）の内容を確認しました。（ゆうちょ銀行は除く）

年 月

取扱店→とりまとめ店→千葉市教育委員会

※土日・祝日の場合は翌営業日

千葉市中央区千葉港１番１号

年 月

氏名
口座名義人と同じ（記入不
要）

学校名
（在籍校名）

千葉市立 年 組

※

電話番号
電子メール

アドレス－ －

携帯電話など平日、日中の連絡先

氏名

 フリガナ

店舗コード

〒

 フリガナ

学校

１ 　新規 ２　解約（廃止）日 区分

（あて先）千葉市長　　　　　　　

申込日 年 月

千葉市用

千葉市学校給食費等口座振替依頼書

自動払込受付通知（廃止届）書

受付通知書送付先

　私（納付義務者）は、学校給食費、日本スポーツ振興センター掛金及び教材費等保護者負担経費（以下、「学校徴収金」という。）を支払うことを
了承します。
　私（口座名義人）は、学校給食費、日本スポーツ振興センター掛金及び学校徴収金について、口座振替（自動払込）の方法で納付することにつ
いて了承し、契約事項を確認の上、口座振替（自動払込）を依頼します。
　また、還付事由が生じた時は、還付金を下記の口座に振り込んでください。

ゆ
う
ち

ょ
銀
行

金融機関コード 通帳記号（６桁目がある場合は※欄に記入） 通帳番号（右づめで記入）

9

受付店日附印

9 0 0

　取扱金融機関

　所在地・名称

25日

口
座
振
替
依
頼
者

（
保
護
者
等

）

預
・
貯
金
者

（
口
座
名
義
人

）

納
付
義
務
者
名

氏名
口座名義人と同じ（記入不
要）

連絡先

住所
口座名義人と同じ（記入不
要）

押印不要 フリガナ

〒
住所

※

※ ※

※

※

※

※

※ ※

※※※※※

様式第２号－５



※この用紙でお申込みできるのは、千葉市の公金のみです。

金
融
機
関
使
用
欄

　　　　上記引き落とし口座の記載内容を確認しました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
　　取扱金融機関

　　所在地・名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

ゆ
う
ち

ょ
銀
行
使
用
欄

受
付
店
日
附
印

※通知書番号等、新規・解約希望時期に記入漏れがないか、確認をお願いいたします。

ゆうちょ銀行を除く

ゆうちょ銀行を除く　年　月分から

テ 心身障害者扶養共済掛金加入番号

ツ 市場費

30 00180-2
-963280チ 43 アフタースクール利用料 児童番号 年度　月分から

30 00170-5
-962989タ 13 墓地管理料 整理番号 区画番号 年度分から

セ 16 農業集落排水分担金

ソ 32 母子父子寡婦福祉資金償還金 貸付番号 年　月分から 30 00140-5
-963245

第　　期分から 30 00100-4
-962186

ス 16 農業集落排水使用料 　月賦課分から 30

シ 89 子どもルーム利用料 児童番号 年度　月分から

駐車場使用料 年　月分から 25 00100-7
-960269

30 00160-5
-961605
00100-4
-962186

コ 07 住宅使用料 年　月分から 25 00100-7
-960269

00190-3
-961145

　年度　　月期分から

キ 91 介護保険料 被保険者番号 ※年金天引から口座振替に切換えることはできません。 28 00150-3
-961604

ケ 40 下水道受益者負担金 通知書番号 第　　期分から 30 00110-2
-960278

30

期別 ・全期前納 　年度　期分から

期別 ・全期前納 　年度　期分から 35 00190-5
-960268

車両番号 年度分から 35 00190-5
-960268

28 00130-0
-960629

被保険者番号 ※年金天引から口座振替に切換えるには別途手続きが必要。 28
00140-6
-962774

被保険者番号
納付区分をご

指定ください。
期別 ・全期前納

コード番号 新規・解約希望時期
契約種別

払込先口座番号
コード

ア 21 市県民税（普通徴収）
納付区分を
ご指定くださ
い。ご指定
のない場合
は「期別」と
して受け付
けます。

期別 ・全期前納 　年度　期分から 35 00120-4
-960279

イ 02
固定資産税・都市計画税

（土地・家屋）

期別 ・全期前納 　年度　期分から
35 00190-5

-960268

※裏面の注意事項をよくお読みください。

公
金
の
内
容

（
口
座
振
替
を
希
望
す
る
公
金
の
記
号
に
○
を
つ
け
て
く
だ
さ
い

）

記号 科目 税目及び料金名 通知書番号等

ウ 03 固定資産税（償却資産）

オ

エ 04 軽自動車税

カ 71 後期高齢者医療保険料

国民健康保険料

ク 39 下水道貸付金償還金 申込番号

サ 17

9900

新規 166 廃止 176 千葉市会計管理者 各納期限まで（土・日・祝日の場合は翌営業日）

種目コード 払込先加入者名 払込日

の

1.普通　　　2.当座

ゆ
う
ち
ょ
銀
行

（
郵
便
局

）

金融機関コード 通帳記号 6桁目がある場合は、
「の欄」に記入してください 通帳番号（右づめで記入）

　私（口座名義人）は、下記のとおり
千葉市の公金を口座振替（自動払
込）により納付したいので下記の契約
事項を確認のうえ、依頼します。

納
税

(

納
付

)

義
務
者

住所　〒
〒

フリガナ

金融機関との契約事項（ゆうちょ銀行を除く。）

１．私が千葉市に納付すべき公金の納付書が、貴店に送付さ

れたときは預貯金払戻請求書を提出いたしませんので、納付

期限日に貴店において引き落とし納付してください。

２．この口座振替について、貴店発行の領収証書を省略して

もさしつかえありません。

３．指定預貯金口座の残高が、所定の納付期日において納

付書に記載されている金額に満たない場合は、当該納付書を

千葉市に返却されても異議はありません。

４．この契約を解約するときは、私から貴店に届け出ます。な

お、この届け出がないまま長期にわたり千葉市から納付書の

送付がない等の相当の事由があるときは、この契約が終了し

たものとして取り扱ってさしつかえありません。

５．本取扱いについて、万一紛議が生じても、貴店の責による

ものを除き、貴店に迷惑をかけません。

（ゆうちょ銀行をご指定の場合は、自動払込み規定が適用さ

れます。）

千葉市との契約事項

１．引き落としできない状態が１年以上続いたときは、口座振

替（自動払込）の取扱いを停止されても異議はありません。

２．市税において、還付金が生じた場合は、本書記載の納税

（納付）義務者名と口座名義人が同一である時は、同口座へ

の振込みを依頼します。

３．国民健康保険料において、還付金が生じた場合は、同口

座への振込みを依頼します。

４．市税において、引き落としの確認は預貯金通帳の記帳で

行いますので、納付済通知書を省略してもさしつかえありま

せん。

氏名

ゆうちょ銀行以外の金融機関または、ゆうちょ銀行（郵便局）のどちらか一方に記入してください。

ゆ
う
ち
ょ
銀
行

以
外
の
金
融
機
関

銀　　行
金　　庫
組　　合

本　店
支　店
出張所

金融機関コード 店舗コード 預金種別 口座番号（右づめで記入）

口座振替依頼書兼自動払込利用申込（廃止届）書控
本人控

口座振替申込者様
年　　月　　日

区分 新規
口
座
名
義
人

住所
〒

○印を
してくださ
い

フリガナ 連
絡
先

電話　　　　　－　　　　　－
解約

（廃止） 氏名 Eメール　　　　　　＠

口座名義人と納税(納付)義務者が同一の場合、下欄の記入は不要です。

（ゆうちょ銀行は除く）





〔１枚目 お客様 控〕

千葉市口座振替依頼書兼自動払込利用申込書（○・○）収 加

次の国民健康保険料を口座振替（自動払込）によって納付したいので契約事項を確認のうえ依頼します｡

●ゆうちょ銀行以外の金融機関からの口座振替記入欄
口座番号（右づめで記入）銀行・金庫

組合
本店・支店・出張所

●ゆうちょ銀行（郵便局）からの自動払込記入欄

金融機関コード 種目コード 種別コード 払込先口座番号 払込先加入者名 払込日

9900 166 28 00130-0-960629 千葉市会計管理者 末日

通 帳 記 号 通帳番号
（右づめで記入）

の

取 扱
区役所
処理欄

金融機関コード 店舗コード
受
付
印整理

番号

銀行・ゆうちょ銀行処理欄

不備理由
1.印鑑（相違・不鮮明） 2.口座名義人相違
3.預金取引なし 4.その他（ ）

＊不備があった場合の送付先 〒260-8766 千葉市中央区千葉港１番１号 千葉市健康保険課

この紙は、お客様保管用です。送るときはこの紙をはがし、圧着して投函してください。

※ゆうちょ銀行以外の金融機関又はゆうちょ銀行（郵便局）のどちらか一方に記入してください。
※振替日・払込日が土日祝日の場合は、翌営業日となります。

※口座振替開始には２ヶ月から３ヶ月程度かかります。口座振替開始の通知が来るまで
はお手元にある納付書でお支払いください。

■COL-4 ■COL-8

千代田 口座振替依頼書 2P目 3/6
6×9.5 133線 mic-IS1851-012 M

申 込 日 年 月 日

※口座名義人と異
なる場合のみ記
入してください

口 座
名義人

住 所

フリガナ

氏 名 ※２枚目にも押印
してください

口
座
届
出
印

住 所

フリガナ

氏 名

納 付
義務者
（世帯主）
※

1 0

被保険者番号
（右づめで記入） 納付区分 期別振替 全期前納

連絡先（電話） － －

店舗コード 預金種別
１．普通
２．当座

（IS1160-010流用）2025.3.6 改初校M（COL-8）



〔1枚目　お客様　控〕

干葉市口座振替依頼書兼自動払込利用申込書(㊨ ･ ㊨)
次の後期高齢者医療保険料を口座振替(自動払込)によって納付したいので契約事項を確認のうえ依頼します｡

申込日　　　　　年　　　月　　　日

口 座 名 義 人 �7H8ｨ4ｸ6�� 劔劔6I�)MHﾘb一��粨ﾆy����劍ﾏｲ�¥rﾒ�&ﾂ����2� 

氏名 ��劔�() 

住所 ��

被 保 険 者 �7H8ｨ4ｸ6�� 劔劔6I�)MHﾘb一��粨ﾆy����劒Sｲ韜c)hymｨ,�.�咥�8+X,H*ﾘ+�+8*"�

氏名 佰ｸﾜ�kﾈｶ��ﾈ,h腰,�.��ｨﾘx,ﾈ-ﾘｴﾉ?ﾈ+X,H*ﾘ+�+8*&��劔�() 

住所 佰ｸﾜ�kﾈｶ��ﾈ,h腰,�.��ｨﾘx,ﾈ-ﾘｴﾉ?ﾈ+X,H*ﾘ+�+8*(�ｲ�

被保険者番号 � �� �� �� �� ��

●ゆうちょ銀行以外の金融機関からの口座振替記入欄

銀行.金庫 組合 �5云ﾈ5(�ｸ6��剽a金種別 佰ｸﾜ�MHﾘb�Xｶﾈ-�,Xｴﾉ?ﾂ��

1.普通 �� �� �� ��

本店.支店.出張所 劔2.当座 

●ゆうちょ銀行(郵便局)からの自動払込記入欄

通帳記号 劔剪ﾊ帳番号(右詰めで記入) 
I 1… I 鳴�ﾂ�����ﾂ�����,ﾂ� �� �� �� � 

金融機関コード 剋嵂ﾚコード 刮恂�﨑ﾊコード 劔ZXﾙ��hﾏｸﾜ�MHﾘb�剳･込先加入音名 劔ZXﾙ�?｢�

9900 �166 �28 剴���C�ﾓbﾓ田#ssB�剞逞t市会計管理者~ 劔ii?｢�

※ゆうちょ銀行以外の金融機関又はゆうちょ銀行のどちらか一方に記入してください｡
※払込日が非営業日の場合は､翌営業日となります｡

【納付方法変更の申し出】 
後期高齢者医療保険料を現在､年金天引きで納めている方､または年金天引きになる 
予定の方で､口座振替による納付を希望する方は､下記の口に′印を記入してください○ 

□年金天引~きではなく､口座振替(自動払込)を希望します.なお､今後､浅高不足等により保険料を 
納期限までに納付出来なかった場合は､再び年金天引きとなる場合があることを丁乗しますo 
･X.記入のない場合は､年金天引きとなります○ただし､年金受給額(年額)が18万円未満の方や介護保険料との合算 

額が年金受給額の1/2を超える方などは､年金天引きにはならず口座振替が継続されますo 
※保険料を滞納しているなど､保険料の確実な納付が見込めない方については､変更が認められない場合がありますo 

取扱. 区役所 処理欄 仞�uｨｴ�ｭh5(�ｸ6���5云ﾈ5(�ｸ6��壁 付 印 ��I l l 免ﾂ�ﾆﾂ�ﾆﾂ�1 1l ll 

整理 番号 ��

不備理由 ��闖8ｭ2��ｨ��餮9�駝笂"靠ｸﾜ�kﾈｶ��ﾉ�ｨ���
3.預金取引なし4.その他() 

金融機関処理欄 

※不備があった場合の送付先　〒260-8722　千葉市中央区千葉港1番1号　千葉市健康保険課

この用紙は､お客様保管用です｡送るときはこの紙をはがし､圧毒して投函してください｡

※口座振替開始には2ケ月から3ケ月位かかります｡口座振替開始のお知らせが届くまで､
宰通徴収(納付書払い)の方はお手元にある納付書でお貫払いください(

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形

01089044
長方形



※ フリガナ欄は、姓・名は１マスあけ、濁点も１マスに記入してください。　　　　　　　
※ 納付義務者（保護者等）が口座名義人と同じ場合は、□にレを印をつけ、氏名及び住所の記入は不要です。　　　　　　　

口座振替に関するお問い合わせ先　： 千葉市教育委員会　保健体育課 TEL　043-245-5909

　引き落としの確認は預貯金通帳の記帳で行いますので、領収証書については発行されなくてもさしつかえありません。

契約事項（ゆうちょ銀行を除く）
私が千葉市に納付すべき公金（給食費等）の納付書が、貴店に
送付されたときは預貯金払戻請求書を提出いたしませんので、納
付期限に貴店において引き落とし納付してください。

1

この口座振替について、貴店発行の領収証書を省略してもさしつ
かえありません。

2

指定預貯金口座の残高が、所定の納付期日において納付書に
記載されている金額に満たない場合は、当該納付書を千葉市に
返却されても異議はありません。

3

4 この契約を解約するときは、私から貴店に届け出ます。なお、この
届け出がないまま長期にわたり千葉市から納付書の送付がない
等の相当の事由があるときは、この契約が終了したものとして取り
扱ってさしつかえありません。

金
融
機
関
使
用
欄

　上記口座振替（自動払込）の内容を確認しました。（ゆうちょ銀行は除く）

年 月 日

　取扱金融機関

　所在地・名称 印

取扱店→口座振替依頼者　

　※ゆうちょ銀行をご指定の場合は、自動払込み規定が適用されます。

ゆうちょ銀行使用欄

受付店日附印
5 本取扱いについて、万一紛議が生じても、貴店の責によるものを

除き、貴店に迷惑をかけません。

00120-0-
963268

払込（廃止）開始年月 年 月 ※土日・祝日の場合は翌営業日

指
定
口
座

ゆ
う
ち

ょ
銀
行

以
外
の
金
融
機
関

銀行・金庫・組合 本店・支店・出張所

金融機関コード 口座番号（右づめで記入）

自動払込利用申込（廃止届）書

払込先
加入者名

千葉市会計管理者
払込先

口座番号廃止 176

１ 普通
２ 当座

0 0

ゆ
う
ち

ょ
銀
行

金融機関コード 通帳記号（６桁目がある場合は※欄に記入） 通帳番号（右づめで記入）

9

種目コード
新規 166 契約種別

コード
30

※

　私（納付義務者）は、学校給食費、日本スポーツ振興センター掛金及び教材費等保護者負担経費（以下、「学校徴収金」という。）を支払うことを
了承します。
　私（口座名義人）は、学校給食費、日本スポーツ振興センター掛金及び学校徴収金について、口座振替（自動払込）の方法で納付することにつ
いて了承し、契約事項を確認の上、口座振替（自動払込）を依頼します。
　また、還付事由が生じた時は、還付金を下記の口座に振り込んでください。

納
付
義
務
者
名

氏名

口座名義人と同じ（記入不
要）

氏名
口座名義人と同じ（記入不
要）

学校名
（在籍校名）

千葉市立 年 組

－ －

店舗コード

口
座
振
替
依
頼
者

（
保
護
者
等

）

預
・
貯
金
者

（
口
座
名
義
人

）

＠

払込日

9

お客様控

千葉市学校給食費等口座振替依頼書

１ 　新規 ２　解約（廃止）日 区分

 フリガナ

口
座
届
出
印

住所

 フリガナ

口座振替申込者　様

申込日 年 月

お子さんが通う学校、または

ゆうちょ銀行以外の銀行またはゆうちょ銀行のどちらか一方に記入してください。

氏名

〒

〒

25日

(再)15日

預金種別

ゆうちょ銀行→自動払込依頼者　

口座名義人と同じ（記入不
要）

連絡先 電話番号

住所

給
食
喫
食
者

（
児
童
生
徒
等

）

 フリガナ

電子メール
アドレス

学校

携帯電話など平日、日中の連絡先

※

※ ※

※

※

※

※

※

※ ※
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後期高齢者医療俣酎糊付書

(口座振替分)

期別 �*X�ｾiZ｢�｢頂戻唐音有毒b 

領収Ej付印 剩[苛『=冨正司 

1.口座解約 2.残高不定 3.取引なし 4.その他() 

器量振蓄不能の場合は理由を必ず記入してください｡

(金融機関･俣賛)干葉而　後期

複願高齢者医療保険料領収漬通知書
(口座振替分)

納期限

主…場裏]この用紙は直離桟で処乱ますので汚した｡､折｡曲げないでくだ乱1｡納

ー科目 �9*�Uｲ�5年度 度ｨI[hｾiZｨｼ倆J)+蔚�ｨｹﾂ�剴#�ｯｩ¥｢�

領収日付印 剿{書のとおり積収 しましたので通知 しますo (あて先) 千葉市会計管理者 千葉市議冠嘉滝問 � �#)EｹWI�ｸ冷���

銀行コ-ドt I 倡�5�5"ﾘ6��種目 巴�

口座番号 

口座名蓑人 

1･口座解約2･残高不足3･取引なし　4･その他(　　　　　) I

J L
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様式第５号 

 

 

年 月 日 

               様  

千葉市長  

 （公 印 省 略） 

 

口 座 振 替 停 止 依 頼 書 

 

 日頃、市税等の口座振替につきましてご協力をいただき、厚くお礼申しあげます。 

 さて、先日口座振替を依頼しましたが、下記の口座振替請求については、口座からの引

落しを停止していただきたく、お願い申しあげます。 

 

記 

 

納入（税） 

義 務 者 

（ﾌﾘｶﾞﾅ） 
住 所 

 

 

 

科 目  

通知書番号  義務者番号  

期 （ 月 ） 期（月）分 金 額  

口 座 種 目  口 座 番 号  

口座名義人  引 落 日  

停 止 理 由  

備 考   

 

《連絡先》        課 

     電話        

                           担当        



様式第6号

担当課が必要な内容を記入 

01089044
長方形
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タイプライターテキスト
様式第６号
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様式第６号－２



雨
等

で
濡

れ
て

い
る

時
は

、
よ

く
乾

か
し

て
か

ら
は

が
し

て
く

だ
さ

い
。

こ
こ

か
ら

ゆ
っ

く
り

は
が

し
て

ご
覧

く
だ

さ
い

。

料
金
後
納

郵
便

郵
便

は
が

き

令
和
年
分
　
国
民
健
康
保
険
料
納
付
済
通
知
書

＜
問
い
合
わ
せ
先
＞

被
保

険
者

証
番

号

納
付
義
務
者国
民
健
康
保
険
料
納
付
済
通
知
書

　
令

和
年

月
か

ら
月

ま
で

の
間

に
お

支
払

い
い
た
だ
い
た
国
民
健
康
保
険
料
額
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
通

知
書

下
部

の「
Ｃ
 差

引
支

払
額

」
を

令
和

年
分

確
定

申
告

ま
た

は
令

和
年

度
分

市
・

県
民

税
申

告
の

際
に

社
会
保
険
料
控
除
額
の
参
考
と
し
て
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

※
1　

「
Ａ
 令

和
年
中
の
支
払
額
」
は
、「

Ｄ
 口

座
振
替
・
年
金
か
ら
の

天
引
き
ま
た
は

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

決
済

に
よ
る
支

払
額

」
に
「
納
付

書
に
よ
る
支
払
額
」
を
加
え
た
も
の
で
す
。

Ａ
 令

和
年

中
の

支
払

額
※
１

Ｂ
 令

和
年
中
の
還
付
決
定
額

Ｃ
 差

引
支

払
額

(Ａ
－

Ｂ
)

支
払

日
支

払
額

月
期

合
計

額

※
２
　

月
期

の
横

に
★

印
の

付
い

て
い

る
も

の
は

過
年

度
（

前
年

度
以

前
）

相
当
分
の
保
険
料
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

2310062

千
葉

市
長

令
和

年
月

日

Ｄ
 口

座
振

替
・

年
金

か
ら

の
天

引
き

ま
た

は
ス

マ
ー

ト
フ

ォ
ン

決
済

に
よ

る
支

払
額

※
２

様式第６号－３
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テキストボックス

Administrator
テキストボックス

Administrator
テキストボックス

Administrator
テキストボックス

Administrator
テキストボックス

Administrator
テキストボックス

Administrator
テキストボックス

Administrator
テキストボックス

Administrator
テキストボックス

Administrator
テキストボックス



様式第６号－４

01106104
スタンプ

01106104
スタンプ

01106104
スタンプ

01106104
スタンプ

01106104
スタンプ

01106104
スタンプ

01106104
スタンプ

01106104
スタンプ

01106104
スタンプ

01106104
スタンプ

01106104
スタンプ

01106104
スタンプ





令和 年分 心身障害者扶養共済制度掛金払込証明書 

 

  加 入 者        様  

 

加 入 番 号  契 約 年 月 

   

払  込  金  額 備  考 

前   年   分         円 

本年 月～ 月分        円（月額      円） 

本年 月～ 月分        円（月額      円） 

左記の前年分は、前年未払分の

本年払込額です。 

Ⓐ払込済合計         円  

  令和 年 月 日証明 

 

                千葉市長 神 谷 俊 一   

                （ 公 印 省 略 ） 

取

扱

者 

 

                 

（参考）本年 月末時点の申告予定額 

Ⓑ見込額（本年 月～ 月分）                 円 

Ⓒ合計額（見込額を含む合計額 Ⓐ＋Ⓑ）                 円 

 

 

 

注 １ この証明書は、心身障害者扶養共済制度掛金について小規模企業共済等掛

金控除を受けるために申告する場合のみ使用できます。 

  ２ 加入者は、この証明書を給与所得者の保険料等控除申告書または確定申告

書に添付して所轄税務署へ提出してください。 

  ３ この証明書発行以降、１２月までの払込み分には、あらためて証明書を発

行いたしませんが、申告書には本年１月から１２月末日までに実際に払込ん

だ掛金の総額を記入して申告してください。 

  ４ 記載事項を訂正したものは無効です。 

 

様式第６号－６



様式第７号



様式第８号


